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年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求については、下の表のとおり

更正します。

　この結果、この通知により減少する税額は、下の表の太い枠内のようになります。

あなたが 年 月
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【減少する税額がある方】

※　既に納付した税額がこの通知により減少する場合で、他に未納の税額がないときは、銀行等の預貯
　金口座への振込み又はゆうちょ銀行、郵便局の窓口払いの方法により還付することになります。


